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平素より、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、保健医療福祉行政の円滑な
実施について御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置付けの見直しにより、
され、日常の基

本的な感染対策については、
現在の主流であるオミクロン株は、感染力が非常に強いウイルスである状況に変わりは
ないことから、  

高齢者福祉施設・通所系介護サービス事業所におかれましては、引き続き、下記の取

り組みにご協力をくださいますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

  各施設・事業所には重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、

十分な換気、手指・共用設備の消毒など をお願いいたします。 

 

  感染症法上の位置付け変更に伴い、これまでの保健所による健康観察及び必要時の

入院調整等が終了となります。 

各施設におかれましては、施設利用者が陽性となった場合における施設内療養の適

切な実施に取り組んでいただくとともに、

に取り組んでいただくようお願いいた

します。 

 

５月８日（月）から、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の重症化予防を第
一の目的とした「令和５年春開始接種」を開始します。令和５年４月 18 日付け保新
ワ第 16 号にて各施設⾧宛てにお願いしております、

を参照いただき、積極的な活用
をお願いいたします。 

  



 
感染状況の把握及び保健所等と連携した支援を可能とするため、当面の間、

下記の連絡様式を用
いて電子メール又はＦＡＸによりご連絡ください。 

連絡様式（別添）：「新型コロナウイルス感染症 陽性者発生連絡票」 
※ 様式は従前のものから改めております。 

送 信 先：福祉局事業者指導課 
 メールアドレス：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 

ＦＡＸ：092-726-3328 
 

令和５年４月 28 日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症発生
時に係る報告について」の一部改正について（別添参考資料）に基づき、ノロウ
イルス等の感染症や食中毒が発生した場合などと同様に、新型コロナウイルス感
染症についても、施設所在地を所管する保健所への報告をお願いします。 

これに加え、当面の措置として、同通知における「介護・老人福祉関係施設」
については、

各区保健所（健康・感染症対策係）へご連絡ください
ますようお願いいたします。 

 
（受付時間 8：45～17：30（平日）） 

東保健所 092-645-1078 城南保健所 092-831-4261 

博多保健所 092-419-1091 早良保健所 092-851-6012 

中央保健所 092-761-7340 西保健所 092-895-7073 

南保健所 092-559-5116  

受付時間外においては、新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル 
（050-3665-7980）へご連絡ください。 

 
（参考資料） 
 ・（福岡市通知）令和５年４月 18 日付 

新型コロナワクチン「令和５年春開始接種」における「出張接種」の実施について 
・（厚生労働省通知）令和５年４月 28 日付 

「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について
（一部抜粋） 

 
【本文書に関するお問合せ先】 

（１、２、４（２）に関すること） 
福岡市保健医療局 
新型コロナウイルス感染症対策担当 
TEL：092-711-4750 

（３に関すること） 
   福岡市保健医療局 
   新型コロナウイルスワクチン接種担当 
   TEL：092-707-3677 

（４（１）に関すること） 
 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課 

施設指導係 TEL：092-711-4319 
在宅指導係 TEL：092-711-4257 


